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登録印紙・軽手数料の改定および事務取扱についてのお知らせ 

                令和 8 年 4 月１日（水）より 

          

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 8 年 3 月 

日 

東 京 都 中 古 自 動 車 販 売 協 会 
東 京 都 中 古 自 動 車 販 売 商 工 組 合 

封印事業部 

日頃、ＪＵ東京封印事業にご支援ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。 

さて標記のとおり、国土交通省、独立行政法人自動車技術総合機構、および軽自動車検査協会において、 

令和 8 年（2026 年）4 月 1 日（水）より、法定手数料の改定（別紙 1.2 参照）および電話対応時 

間の変更（昼休憩時間の導入）（別紙 3 参照）が実施されます。 

なお、封印サービスご利用の際につきましても、下記の通り登録印紙・軽手数料が変更となります。 

何卒、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。 

つきましては別紙資料をご参照くださいますようご案内申し上げます。 

 

 

3. 電話対応時間の見直し（昼休憩時間の休止） 

運輸支局等の職員およびヘルプデスク（050 番号）オペレーターの働き方改革を推進するため、 

昼休憩時間帯の電話受付を休止いたします。 

区分 対応時間 

現行（令和 8 年 3 月 31 日まで） 8:30 ～ 17:15（継続対応） 

令和 8 年 4 月 1 日以降 8:30 ～ 12:00、13:00 ～ 17:15 

休止時間帯 12:00 ～ 13:00（受付休止） 

 

 詳細は別紙 1、2 参照  

 詳細は別紙 3 参照  

※金額は「窓口申請」時の合計額を記載しています。 

1.登録印紙代

現　　行 令和8年4月以降 現　　行 令和8年4月以降

11 新車新規登録（型式指定） 2,800 3,700 10 移転登録（番号変更なし） 500 700

00 新規登録（保適） 2,400 3,300 12 変更登録 350 500

00 新規登録（予備） 700 1,300 13 移転抹消登録 850 1,200

01 移転登録（番号変更あり） 500 700 14 一時抹消登録 350 500

02 変更転入登録 350 500 16 変更抹消登録 700 1,000

03 転入抹消登録 850 1,200 17 輸出仮抹消登録 350 500

04 変更転入抹消登録 700 1,000 18 W移転登録 1,000 1,400

05 W移転登録 1,000 1,400 19 W移転抹消登録 1,350 1,900

06 W移転転入抹消登録 1,350 1,900 20 トリプル移転登録 1,500 2,100

07 トリプル移転登録 1,500 2,100 21 トリプル移転抹消登録 1,850 2,600

08 トリプル移転抹消登録 1,850 2,600 32 再交付登録 350 450

09 番号変更 500 700 34 現登登録（現在登録証明）　　　　　　　　　300 400

35 ステッカー再交付 300 400

36 詳細証明書 1,000 1,200

38 継続申請 1,800 2,100

現　　行 令和8年4月以降

82 軽　返納登録 350 450

83 軽　転入抹消 350 450

84 軽　移転抹消 350 450

87 軽　新規登録（保適） 1,700 2,000

87 軽　新規登録（型式指定） 1,900 2,400

88 軽　継続 1,800 2,100

項　　　目

2.軽手数料

項　　　目

項　　　目



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙 2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙 3 


